
2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

第73期
定時株主総会
招集ご通知

開催日時
2020年３月26日（木曜日）
午前10時　開場 午前９時

開催場所
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
株式会社タムロン本社　新館５階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

議　　案
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　株式会社ニューウェルの

株式の取得（特定の株主
からの自己株式取得に
準 ず る 手 続 に よ る 取
得）の件

第３号議案　取締役11名選任の件

証券コード　7740

株式会社タムロン

表紙



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

証券コード　7740
2020年３月５日

株 主 各 位
埼 玉 県 さ い た ま 市 見 沼 区 蓮 沼 1 3 8 5 番 地

株式会社タムロン
代表取締役社長 鯵 坂 司 郎

第73期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第73期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等によって議決権
を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
いただき、後述のご案内に従って2020年３月25日（水曜日）午後５時20分まで
に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年３月26日（木曜日）午前10時（開場：午前９時）
２．場 所 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

株式会社タムロン本社　新館５階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第73期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第73期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
　第１号議案
　第２号議案

　第３号議案

   剰余金の処分の件
   株式会社ニューウェルの株式の取得（特定の株主からの自

己株式取得に準ずる手続による取得）の件
   取締役11名選任の件

－ 1 －
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４．議決権行使についてのご案内
(１)郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年３月25日（水曜日）
午後５時20分までに到着するようご返送ください。

(２)インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合には、３頁の【インターネッ
ト等による議決権行使のご案内】をご高覧の上、2020年３月25日（水曜日）
午後５時20分までにご行使ください。

以  上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及
び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.tamron.co.jp/)に掲載しており、本招集ご通知の提供書面には記
載しておりません。従いまして、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類
及び計算書類は、本招集ご通知の提供書面の他、当社ホームページに掲載した連
結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表であります。

なお、本招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類
並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト(https://www.tamron.co.jp/)に掲載させていただきます。
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インターネット等による議決権行使のご案内

　インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご
了承いただきますよう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェ
ブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.
ウ ェ ブ 行 使

web54.net

２．議決権行使のお取扱いについて
⑴　インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用

紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。

⑵　議決権の行使期限は、2020年３月25日（水曜日）午後５時20分までとな
っておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

⑶　書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、イン
ターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最
後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

⑷　議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者
の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
⑴　パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するため

の重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
⑵　パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワード

の再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
⑶　議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有

効です。
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４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
⑴　本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、

下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］0120（652）031
（受付時間　９：00～21：00）

⑵　その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
①証券会社に口座をお持ちの株主様

　証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わ
せください。

②証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行　証券代行事務センター

［電話］0120（782）031
（受付時間　９：00～17：00　土日休日を除く）

５．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
　機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営す
る「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行
っていただくことも可能です。
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（提供書面）
事　 業　 報　 告
(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における世界経済を概観しますと、米国経済は米中貿易
摩擦の影響等による輸出入の減少や企業マインド悪化に伴う設備投資の減
速が見られましたが、個人消費が堅調に推移し成長基調が継続しました。
欧州経済は輸出の不振が継続し低成長となりました。中国経済は米国同様
に米中貿易摩擦の影響があったことに加えて個人消費も減速したことによ
り成長率が低下しました。日本経済は、消費増税前の駆け込み需要もあり
内需が成長に寄与しましたが、海外経済の減速に伴う外需の減少等により
製造業を中心として企業収益の伸び悩みも見られ、緩やかな回復にとどま
りました。
　当社グループ関連市場では、レンズ交換式カメラはフルサイズミラーレ
スカメラが堅調に推移しましたが、エントリーモデルを中心とした一眼レ
フカメラの大幅な落ち込みにより縮小しました。交換レンズもレンズ交換
式カメラ同様に縮小しました。コンパクトデジタルカメラは前期に比べて
縮小幅は小幅となりましたが縮小が継続しました。一方で監視カメラや車
載カメラ等の産業向け市場については増加基調が継続しました。
　平均為替レートにつきましては、前期比で米ドルは約１円、ユーロは約
８円の円高となりました。
　このような状況の下、当社グループの当連結会計年度における経営成績
は、主力事業である写真関連事業と特機関連事業の増収により、売上高は
632億85百万円（前期比2.4％増）となりました。
　利益面につきましては、円高ユーロ安等による為替のマイナス影響を受
けたことや研究開発の強化に伴う販管費の増加等がありましたが、原価低
減の推進や自社ブランド交換レンズの新製品が好調に推移したこと等に伴
い売上総利益率が前期比2.9ポイント改善し、売上総利益が大幅増益となっ
たことにより、営業利益は69億82百万円（前期比28.7％増）、経常利益は
74億３百万円（前期比26.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は53
億30百万円（前期比23.1％増）となりました。
　３期連続増収増益、過去最高の当期純利益を達成しました。
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事業別の業績は次のとおりであります。
（写真関連事業)
　自社ブランド交換レンズは、2018年に発売した35ｍｍフルサイズミラー
レス一眼カメラ対応大口径標準ズームレンズ28-75ｍｍ Ｆ/2.8 ＲＸＤ（Ａ
036）、2019年に発売した35ｍｍフルサイズミラーレス一眼カメラ対応大口
径超広角ズームレンズ17-28ｍｍ Ｆ/2.8 ＲＸＤ (Ａ046)等のミラーレスカ
メラ用の新製品の販売が好調に推移しましたが、一眼レフカメラ市場の縮小
の影響を受けて一眼レフカメラ用の既存製品を中心に販売が伸び悩んだこと
により減収となりました。なお、ＯＥＭ関連は受注機種の販売が好調に推移
したことにより増収となりました。
　このような結果、写真関連事業の売上高は461億75百万円（前期比1.2％
増）、営業利益は86億35百万円（前期比21.4％増）と増収増益となりまし
た。
（レンズ関連事業）
　コンパクトデジタルカメラ用レンズが市場縮小の影響により減収となり、
ドローン用レンズも受注機種の販売が伸び悩んだことにより減収となりまし
た。
　このような結果、レンズ関連事業の売上高は27億39百万円（前期比20.3％
減）となりましたが、製品ミックス改善等もあり営業利益は１億37百万円
（前期比69.3％増）と増益となりました。
（特機関連事業)
　車載カメラ用レンズが市場成長の影響に加えてセンシング向け製品の販売
増により２ケタ増収となり、監視やＦＡ／マシンビジョン用等の産業向けに
おいても、中国市場での監視カメラ用レンズの販売や注力分野のカメラモジ
ュールの販売が好調に推移したこと等により増収となりました。
　このような結果、特機関連事業の売上高は143億70百万円（前期比12.8％
増）、営業利益は９億94百万円（前期比22.3％増）と２ケタの増収増益とな
りました。
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　事業別売上高

事 業 区 分
第72期

（2018年12月期）
第73期

（2019年12月期） 前期比
売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

写 真 関 連 事 業 45,640百万円 73.8% 46,175百万円 73.0% 101.2%
レ ン ズ 関 連 事 業 3,436 5.6 2,739 4.3 79.7
特 機 関 連 事 業 12,738 20.6 14,370 22.7 112.8
合 計 61,815 100.0 63,285 100.0 102.4

②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額

は31億71百万円（前期比54.9％増）であり、その主なものは、レンズ生産
設備13億43百万円、量産金型９億55百万円等であります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度におきまして、特記すべき事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第　70　期
(2016年12月期)

第　71　期
(2017年12月期)

第　72　期
(2018年12月期)

第　73　期
(当連結会計年度)
(2019年12月期)

売 上 高(百万円) 59,903 60,496 61,815 63,285

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 1,482 2,838 4,330 5,330

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 57円19銭 109円51銭 167円80銭 207円13銭

総 資 産(百万円) 60,910 63,868 64,704 69,297

純 資 産(百万円) 47,321 49,940 50,852 54,539

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,825円62銭 1,926円65銭 1,976円05銭 2,119円33銭
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⑶　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ Ｕ Ｓ Ａ，Ｉ Ｎ Ｃ． (アメリカ) 3,389
千ＵＳ＄ 100％ 光学及び精密機械器

具等の販売

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ  Ｅ ｕ ｒ ｏ ｐ ｅ  Ｇ ｍ ｂ Ｈ ． (ドイツ) 200
千ＥＵＲ 100％ 光学及び精密機械器

具等の販売

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ  Ｆ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ  Ｅ Ｕ Ｒ Ｌ ． (フランス) 1,139
千ＥＵＲ

100％
（100％）

光学及び精密機械器
具等の販売

Ｔ ａ ｍ ｒ ｏ ｎ（Ｒ ｕ ｓ ｓ ｉ ａ）Ｌ Ｌ Ｃ． (ロシア) 22,000
千ＲＵＢ 100％ 光学及び精密機械器

具等の販売

ＴＡＭＲＯＮ ＯＰＴＩＣＡＬ　　　　　　　
(ＶＩＥＴＮＡＭ）ＣＯ．，ＬＴＤ． (ベトナム) 17,000

千ＵＳ＄ 100％ 光学及び精密機械器
具等の製造及び販売

ＴＡＭＲＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ　　
ＬＩＭＩＴＥＤ (インド) 28,000

千ＩＮＲ
100％

（0.4％)
光学及び精密機械器
具等の販売

タ ム ロ ン 工 業 香 港 有 限 公 司 (中国) 3,365
千ＨＫ＄ 100％ 光学及び精密機械器

具等の販売及び仲介

タ ム ロ ン 光 学 仏 山 有 限 公 司 (中国) 25,000
千ＵＳ＄ 100％ 光学及び精密機械器

具等の製造及び販売

タ ム ロ ン 光 学 上 海 有 限 公 司 (中国) 1,050
千ＵＳ＄ 100％ 光学及び精密機械器

具等の販売

（注）議決権比率の（　）内の数字は間接所有比率（内数）であります。

－ 8 －

重要な子会社の状況



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

⑷　対処すべき課題
当社は、創業以来の経営理念「わが社は世界光学工業界のトップをめざし

て、堅実に前進し、顧客の要望に適う個性豊かな高品質の製品を創造し、こ
れを顧客の満足する価格で販売し、顧客の喜びから生ずる利潤に基づいて、
企業を発展、充実させることにより、株主及び社員の幸福を実現することを
基本理念とする。」のもと、以下に掲げる中長期的な成長戦略により経営基
盤を強化し、持続的な発展・成長を実現してまいります。

①　既存事業のグローバル展開を加速させ、アジア市場の強化を最優先に新
興国市場の需要の取り込み、収益性の向上を図り、事業基盤を強化する。

②　マーケティング力・商品企画力・営業力を強化し、市場動向・顧客ニー
ズに応える顧客が感動する商品を提供し、市場毎に応じた販売戦略で、
シェア向上をはじめとした事業拡大を図る。

③　「社会の課題解決」に目を向けたマーケティングの強化、M&A含む共創
により、既存事業の拡大と、新たな「産業の眼」の開拓による事業領域
の拡大を目指す。

④　激しい外部環境変化に対応するため、グローバルな開発体制を強化し、
開発から量産までのリードタイムの短縮を図り、市場毎の顧客に応じた
新製品をタイムリーに提供する。

⑤　効率的な生産の世界３極体制を構築し、第４次産業革命を念頭にスマー
トファクトリー化による自動化・省力化・省人化等による更なる生産効
率向上・原価低減を推進する。

⑥　当社のコア技術である光学技術を中心とした要素技術開発に加え、新た
な技術領域での研究開発、共創等水平分業(産学官連携含む)にも注力す
る。

⑦　戦略・戦術の実効性を向上すべくコーポレート・ガバナンスを強化し、
持続的成長を実現する。

⑧　ワーク・ライフ・バランスの向上、ダイバーシティの推進、人材育成を
図り、全社員が最大限の能力を発揮できる職場環境を整備する。

⑨　持続可能な地球環境の実現に貢献するため、気候変動対策として温室効
果ガスを削減するとともに、資源循環を推進する。

－ 9 －

対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容（2019年12月31日現在）
事 業 区 分 主 要 製 品

写 真 関 連 事 業 一眼レフカメラ用交換レンズ
ミラーレスカメラ用交換レンズ等

レ ン ズ 関 連 事 業
ビデオカメラ用レンズ
デジタルカメラ用レンズ
ドローン用レンズ
各種光学用デバイス部品等

特 機 関 連 事 業
監視カメラ用レンズ
FA/マシンビジョン用レンズ
車載用レンズ
カメラモジュール等

－ 10 －

主要な事業内容
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⑹　主要な営業所及び工場（2019年12月31日現在）
①　当社

名 称 所 在 地

本 社 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

工 場 弘前工場（青森県弘前市）、浪岡工場（青森県青森市）

営 業 所 東京営業所（埼玉県さいたま市）、大阪営業所（大阪府大阪市）

②　子会社
名 称 所 在 地

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ  Ｕ Ｓ Ａ ， Ｉ Ｎ Ｃ ． アメリカ ニューヨーク州

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ  Ｅ ｕ ｒ ｏ ｐ ｅ  Ｇ ｍ ｂ Ｈ ． ドイツ ケルン市

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ  Ｆ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ  Ｅ Ｕ Ｒ Ｌ ． フランス ル・プレシベルヴィル市

Ｔ ａ ｍ ｒ ｏ ｎ （ Ｒ ｕ ｓ ｓ ｉ ａ ） Ｌ Ｌ Ｃ ． ロシア モスクワ市

ＴＡＭＲＯＮ ＯＰＴＩＣＡＬ（ＶＩＥＴＮＡＭ）ＣＯ．，ＬＴＤ． ベトナム ハノイ市

ＴＡＭＲＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ インド ハリヤーナー州 グルガオン市

タ ム ロ ン 工 業 香 港 有 限 公 司 中国 香港

タ ム ロ ン 光 学 仏 山 有 限 公 司 中国 広東省仏山市

タ ム ロ ン 光 学 上 海 有 限 公 司 中国 上海市

－ 11 －
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⑺　使用人の状況（2019年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

写 真 関 連 事 業 3,337 （686）名 196名減 （94名増）

レ ン ズ 関 連 事 業 351 （117）名 162名減 （33名減）

特 機 関 連 事 業 834 （243）名 86名減 （72名増）

全 社 （ 共 通 ） 87 （12）名 7名増 （1名増）

合 計 4,609 （1,058）名 437名減 （134名増）

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,060（302)名 5名増（34名減） 41.73歳 15.84年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

⑻　主要な借入先の状況（2019年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,081百万円
株 式 会 社 青 森 銀 行 430
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 425
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 325

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 12 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

２．会社の現況
(1)　株式の状況（2019年12月31日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 25,950,000株
③　株主数 4,264名
④　大株主の状況(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ニ ュ ー ウ ェ ル 4,898千株 18.89％

ソ ニ ー 株 式 会 社 3,129 12.07

日 本 ト ラ ス テ ィ・サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 1,763 6.80

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,122 4.33

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 1,002 3.86

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 580 2.23

Ｇ Ｏ Ｖ Ｅ Ｒ Ｎ Ｍ Ｅ Ｎ Ｔ  Ｏ Ｆ  Ｎ Ｏ Ｒ Ｗ Ａ Ｙ 551 2.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 468 1.80

Ｔ Ｈ Ｅ  Ｂ Ａ Ｎ Ｋ  Ｏ Ｆ  Ｎ Ｅ Ｗ  Ｙ Ｏ Ｒ Ｋ  Ｍ Ｅ Ｌ Ｌ Ｏ Ｎ  １ ４ ０ ０ ４ ４ 371 1.43

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 325 1.25

（注）１．ソニー株式会社の持株数3,129千株は、みずほ信託銀行株式会社へ委託した信託財産で
あります。信託約款上、議決権の行使並びに処分権については、ソニー株式会社が指
図権を留保しております。

２．持株比率は、自己株式（29千株）を控除して計算しております。

(2)　新株予約権等の状況
　　該当事項はありません。

－ 13 －
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(3)　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 鯵 坂 司 郎

取 締 役 副 社 長 桜 庭 省 吾 光学開発本部、基礎開発本部及び研
究開発センター担当

取 締 役 副 社 長 阿 保 正 行 生産本部及び技術開発本部担当

専 務 取 締 役 川 鍋 　 宏 管理本部及びリスクマネジメント
担当

常 務 取 締 役 増 成 弘 治 特機事業本部及びコンプライアン
ス担当

常 務 取 締 役 北 爪 泰 樹 経理本部、品質管理本部及び内部統
制担当

取 締 役 大 塚 博 司 経営企画室、法務・知的財産室、
CSR推進及びIR担当

取 締 役 張 　 勝 海 モールドテクノセンター及び海外
生産子会社担当

取 締 役 大 谷 真 人 コンポーネント機器事業本部及び
新事業推進室担当

取 締 役 岡 安 朋 英 映像事業本部及び開発管理本部担
当

取 締 役 佐 藤 勇 一

取 締 役 片 桐 春 美
公認会計士（片桐春美公認会計士事務所）
森トラスト総合リート投資法人監督役員
日本アジア投資株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 手 塚 　 努

常 勤 監 査 役 平 山 隆 志

監 査 役 利 根 忠 博
埼玉県民共済生活協同組合理事長
株式会社東日本大震災事業者再生
支援機構社外取締役

監 査 役 奈 良 正 哉 弁護士（鳥飼総合法律事務所）

－ 14 －
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（注）１．取締役佐藤勇一氏及び取締役片桐春美氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役平山隆志氏、監査役利根忠博氏及び監査役奈良正哉氏は社外監査役であります。
３．常勤監査役平山隆志氏は、金融機関における豊富な業務経験、他社の監査役としての経験

並びに監査部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

４．監査役利根忠博氏は、金融機関における豊富な業務経験と企業経営の経験があり、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．監査役奈良正哉氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の
知見を有しております。

６．当社は、取締役佐藤勇一氏、取締役片桐春美氏、常勤監査役平山隆志氏及び監査役奈良正
哉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額と

しております。
③　取締役及び監査役の報酬等
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

12名
(2)

545百万円
(15)

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

7
(5)

52
(34)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

19
(7)

597
(50)

 (注) １．取締役の報酬限度額は、2018年３月28日開催の第71期定時株主総会において年額
550百万円以内(うち社外取締役年額30百万円以内)と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、2011年３月30日開催の第64期定時株主総会において年額70
百万円以内と決議いただいております。

３．上記１．の取締役の報酬限度額とは別枠で、2018年３月28日開催の第71期定時株主
総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬の限度額を３年間で450
百万円以内と決議いただいております。

４．報酬等の額には、当事業年度にかかる役員向け株式交付信託としての株式報酬費用計
上額112百万円が含まれております。

５．上記支給額の他、2008年３月28日開催の第61期定時株主総会決議に基づく退職慰労
金を次のとおり支給しております。

　　　退任監査役　１名　　０百万円

－ 15 －
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④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役片桐春美氏は、片桐春美公認会計士事務所の代表、森トラスト総
合リート投資法人監督役員及び日本アジア投資株式会社社外取締役で
あります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役利根忠博氏は、埼玉県民共済生活協同組合理事長及び株式会社東
日本大震災事業者再生支援機構社外取締役であります。当社と兼職先
との間には特別な関係はありません。

・監査役奈良正哉氏は、鳥飼総合法律事務所のパートナー弁護士でありま
す。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 活 動 状 況

取締役 佐 藤 勇 一

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたしま
した。
国立大学法人埼玉大学理事・副学長等の豊富な経験から、適宜
発言を行っております。

取締役 片 桐 春 美

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたしま
した。
公認会計士としての専門的な知識・経験から、適宜発言を行っ
ております。

監査役 平　山　隆　志

就任以降に開催された取締役会14回の全て、監査役会10回の全
てに出席いたしました。
金融機関における豊富な業務経験と、他社の監査役並びに監査
部門における知識・経験から、適宜発言を行っております。

監査役 利　根　忠　博

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回、監査役会
15回の全てに出席いたしました。
金融機関における豊富な業務経験と、企業経営者としての知
識・経験から、適宜発言を行っております。

監査役 奈　良　正　哉

就任以降に開催された取締役会14回の全て、監査役会10回の全
てに出席いたしました。
弁護士としての専門的な知識・経験と、他社の取締役及び監査
役としての知識・経験から、適宜発言を行っております。

－ 16 －
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(4)　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　監査法人和宏事務所

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 36

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
　に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
　ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
　ます。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３．当社の子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項
目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査
人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最
初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由
を報告いたします。

－ 17 －
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(5)　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
【内部統制システム整備に関する基本方針について】

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関し、取締役会におい
て以下のとおり決議を行い、体制の強化を図っております。

⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

①取締役会及び取締役は、職務の執行にあたり、「経営理念」及び「行動
宣言」並びに「行動指針」を遵守し、当社及び当社子会社（以下「タム
ロングループ各社」といい、当社と総称して「タムロングループ」とい
う。）における企業活動の前提とすることを徹底する。

②取締役会は、コンプライアンス推進のための基本事項を審議する「コン
プライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長に任命する。

③取締役会は、コンプライアンス担当取締役を任命し、タムロングループ
の横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握、解決を行う。

⑵　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、そ

の他の重要な情報を、「文書管理規定」に従い保存、管理する。
②取締役会は、その職務の執行に係る文書及びその他重要な情報の保存及

び管理につき、管理本部担当取締役を全社的な統括を行う責任者に任命
する。

③「文書管理規定」の改廃は、「職務権限規定」にて取締役会決議事項と
定め、「規定類管理規定」及び「職務権限規定」に基づき、監査役会の
合議を経る。

④取締役の職務の執行に係る情報のうち、当社における「主要会議」の資
料及び議事録は、「文書管理規定」に基づき、「主要会議」の事務局を
担当する部門がその保存及び管理を行い、閲覧可能な状態を維持する。

⑶　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及

び輸出管理等に係るリスクにつき、自己の担当する領域において、規則・
ガイドラインの制定と研修の実施等によるリスク管理の体制を構築する。

－ 18 －

業務の適正を確保するための体制



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

コンプライアンス担当取締役は、これらを横断的に推進し、管理する。
②取締役は、「緊急事態対応規定」並びに「地震対応手順書」「事業継続

基本計画書」などの実施細則を定め、本社及び工場における事業の継続・
早期復旧のためのリスクマネジメント体制を確保する。リスクマネジメ
ント担当取締役は、これらを横断的に推進し、管理する。

⑷　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制

①取締役は、「経営理念」及び「行動宣言」並びに「行動指針」の下に、
取締役及び使用人が共有する全社的な目標である「年度経営計画」及び
「中期経営方針」を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向け
て各部門が実施すべき具体的な目標及び権限配分を含めた効率的な達成
の方法を定める。

②「職務分掌規定」及び「職務権限規定」により、適切な職務の分掌と権
限を定め、迅速な業務決定及び対応を実践する。

③ＩＴシステムを強化し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化
を実現する。

⑸　当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

①使用人に対し、「経営理念」及び「行動宣言」並びに「行動指針」をタ
ムロングループにおける企業活動の前提とすることを徹底させる。

②コンプライアンスの強化を目的として、「コンプライアンス委員会」の
下位に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、月に一度の開催を通
じて社内の法令遵守意識向上を目的とする教育等を行う。

③内部監査室は、必要によりコンプライアンス担当取締役及びコンプライ
アンス委員会と連携の上、各種規定類及びコンプライアンスに関する監
査を行い、監査結果を代表取締役へ報告する。

④「内部通報制度規定」に基づいて設置した、内部監査室のほか社外（法
律事務所）を窓口とするホットラインにより、法令上疑義のある行為等
につきタムロングループ各社の使用人が直接情報提供を行う手段を確保
する。
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⑹　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
取締役及びタムロングループ各社の社長は、当社の「経営理念」及び「行
動宣言」並びに「行動指針」を業務執行の前提とすることを徹底し、次
に掲げる体制を整備する。

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体
制

　　タムロングループ各社に対し、「関係会社管理規定」及び「関係会社
職務権限明細表」に則り、事項に応じて当社へ報告すること、又は当
社の取締役会へ付議することなどを義務付け、当社がタムロングルー
プ各社の業務の執行が適正に行われるよう統括する。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　経営企画室は、タムロングループの経営及びコンプライアンスに関す

る問題の提示から解決を通じ、タムロングループ各社の管理及び監督
を行う。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制

　　取締役及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算実績報告
会（「業績検討会」）を開催し、業務の執行における情報の共有化を
図る。また、取締役は、「業績検討会」において、直接にタムロング
ループ各社への指示及び要請を行う。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

①当社の「コンプライアンス規定」を準用し、タムロングループ各社にコ
ンプライアンス推進担当者を配置して、使用人を対象にした教育等のコ
ンプライアンス活動を実施する。

②当社の監査役及び内部監査室は、「業績検討会」に出席し、業務の執行
の適正を監視する。また、内部監査室は、タムロングループ各社に対す
る内部監査を実施する。

③当社の内部監査室のほか社外（法律事務所）による内部通報窓口は、タ
ムロングループ各社からの通報にも対応する体制とする。
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⑺　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項

　　取締役会は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求
められた場合、要請に応じ、監査職務を円滑に遂行するために必要な
使用人を配置する。

⑻　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

①監査役の職務を補助すべき使用人が、監査役の指揮命令に従って行う会
議等への出席、情報収集その他必要な行為が、不当に制限されない体制
を確保する。

②監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、
監査役の同意を得る。

⑼　当社の監査役への報告に関する体制
イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　　取締役及び使用人は、タムロングループに著しい損害を及ぼす恐れの
ある事実を発見した場合、速やかに監査役会へ報告する。

ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの
者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

　　当社の監査役は、内部監査室に対し、原則として月に一度又は必要に
応じ適宜、タムロングループに対する内部監査の実施状況及び「内部
通報制度規定」に基づいた通報内容について、報告を求めることがで
きる。

⑽　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

　　「内部通報制度規定」に基づき通報した者が、不利益な取扱いを受け
ないよう同規定に明記し、徹底する。

⑾　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

　　監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をし
たときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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⑿　当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　当社の監査役が、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ連携し、実効

的な監査ができる体制を確保する。
⒀　財務報告の適正性を確保するための体制の整備

　　金融商品取引法及びその他の法令の定めに従って、財務報告に係わる
内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的
に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

⒁　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備
　　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断

固として対決する旨「行動宣言」に掲げ、タムロングループ内での周
知、徹底を図る。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
　当社は、上記に掲げた内部統制システム整備に関する基本方針に基づき、以
下の具体的な取り組みを行っております。

⑴　内部統制システム全般
　　タムロングループの内部統制システム全般の整備・運用状況については

当社の内部監査室が問題の早期発見のため継続的にモニタリングを実施
し、改善・強化を進めております。

⑵　リスク
　　リスクマネジメント担当取締役を選任し、各部門から報告されたリスク

の定期見直しやレビューの実施によりリスクの横断的な管理を実施して
おります。

⑶　コンプライアンス
　　「コンプライアンス委員会」を定期的に開催してコンプライアンス推進

のための基本事項を審議すると共に、「コンプライアンス推進委員会」
を毎月開催して社内の法令遵守意識の向上を目的とする教育等を行って
おります。また、当社は内部監査室のほか社外（法律事務所）による内
部通報窓口を設置しており、タムロングループ各社にも開放することで、
タムロングループ全体のコンプライアンスの実効性向上に努めておりま
す。
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⑷　子会社管理
　　子会社の経営管理については「関係会社管理規定」及び「関係会社職務

権限明細表」を定め適切に運用し、経営企画室が子会社各社の経営管理
体制を整備・統括しております。

⑸　監査役の監査体制について
　　社外監査役を含む監査役は、「主要会議」への出席や業務執行に関する

重要文書の閲覧等を行っており、必要に応じて当社取締役及び使用人に
説明を求めること等により監査の実効性の向上を図っております。

（注）　本事業報告に記載の金額、株式数及び当該持株比率は、表示単位未満の
端数を切り捨てて、また、割合及び１株当たりの数値は表示単位未満の
端数を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

51,662

28,384

12,907

5,658

2,496

1,233

1,011

△28

17,634

13,505

4,902

4,035

2,328

1,165

1,073

698

3,431

2,864

321

314

△68

流 動 負 債 12,299
買 掛 金 3,660
短 期 借 入 金 2,418
未 払 費 用 2,857
未 払 法 人 税 等 1,019
そ の 他 2,343

固 定 負 債 2,458
長 期 借 入 金 225
繰 延 税 金 負 債 412
株 式 給 付 引 当 金 195
退職給付に係る負債 1,365
そ の 他 260

負 債 合 計 14,758
純 資 産 の 部

株 主 資 本 52,208
資 本 金 6,923
資 本 剰 余 金 7,432
利 益 剰 余 金 38,336
自 己 株 式 △483

その他の包括利益累計額 2,330
その他有価証券評価差額金 920
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,399
退職給付に係る調整累計額 11

純 資 産 合 計 54,539
資 産 合 計 69,297 負 債 純 資 産 合 計 69,297
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連 結 損 益 計 算 書
(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 63,285
売 上 原 価 39,056

売 上 総 利 益 24,229
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 17,246

営 業 利 益 6,982
営 業 外 収 益

受 取 利 息 92
受 取 配 当 金 60
受 取 賃 貸 料 12
補 助 金 収 入 219
そ の 他 236 621

営 業 外 費 用
支 払 利 息 44
為 替 差 損 12
固 定 資 産 除 却 損 53
た な 卸 資 産 廃 棄 損 15
そ の 他 76 201
経 常 利 益 7,403
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,403
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,815
法 人 税 等 調 整 額 257 2,072
当 期 純 利 益 5,330
親会社株主に帰属する当期純利益 5,330
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連結株主資本等変動計算書
(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2019年１月１日　残高 6,923 7,432 34,561 △483 48,433

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,555 △1,555
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,330 5,330

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － － 3,775 △0 3,774

2019年12月31日　残高 6,923 7,432 38,336 △483 52,208

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価

証 券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額
合 計

2019年１月１日　残高 561 ― 1,924 △67 2,418 50,852

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △1,555
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 5,330

自 己 株 式 の 取 得 － △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 359 △1 △525 79 △87 △87

連結会計年度中の変動額合計 359 △1 △525 79 △87 3,686

2019年12月31日　残高 920 △1 1,399 11 2,330 54,539
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貸　借　対　照　表
（2019年12月31日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 着 品
前 払 費 用
関係会社短期貸付金
１年内回収予定の関
係 会 社 長 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

38,375
19,492

171
11,783
3,158

798
504
144
134
657
143

1,364
36

△15
14,660
7,106
2,787

95
1,233

8
1,163

967
848
384

9
288
87

7,168
2,738

618
3,159

273
136
202
99

△59

流 動 負 債 10,769
買 掛 金 4,960
短 期 借 入 金 2,176
1年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 220
未 払 金 539
未 払 費 用 1,579
未 払 法 人 税 等 821
前 受 金 97
預 り 金 348
そ の 他 26

固 定 負 債 1,814
長 期 借 入 金 225
株 式 給 付 引 当 金 195
退 職 給 付 引 当 金 1,346
そ の 他 47

負 債 合 計 12,584
純 資 産 の 部

株 主 資 本 39,532
資 本 金 6,923
資 本 剰 余 金 7,432

資 本 準 備 金 7,432
利 益 剰 余 金 25,660

利 益 準 備 金 167
そ の 他 利 益 剰 余 金 25,493

圧 縮 記 帳 積 立 金 69
別 途 積 立 金 9,300
繰 越 利 益 剰 余 金 16,123

自 己 株 式 △483
評 価 ・ 換 算 差 額 等 919

その他有価証券評価差額金 920
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1

純 資 産 合 計 40,451
資 産 合 計 53,035 負 債 純 資 産 合 計 53,035

－ 27 －

貸借対照表



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

損　益　計　算　書
(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 55,261

売 上 原 価 40,547

売 上 総 利 益 14,713

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,346

営 業 利 益 3,367

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,249

そ の 他 218 2,468

営 業 外 費 用

支 払 利 息 37

為 替 差 損 131

た な 卸 資 産 廃 棄 損 13

固 定 資 産 除 却 損 28

そ の 他 25 235

経 常 利 益 5,600

税 引 前 当 期 純 利 益 5,600

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,213

法 人 税 等 調 整 額 △57 1,156

当 期 純 利 益 4,443

－ 28 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書
(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計圧縮記帳

積 立 金 別途積立金 繰越利益
剰 余 金

2 0 1 9 年 １ 月 １ 日 残 高 6,923 7,432 7,432 167 72 9,300 13,232 22,771 △483 36,644
事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 △2 2 － －
剰 余 金 の 配 当 △1,555 △1,555 △1,555
当 期 純 利 益 4,443 4,443 4,443
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

－

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － △2 － 2,890 2,888 △0 2,888
2019年12月31日残高 6,923 7,432 7,432 167 69 9,300 16,123 25,660 △483 39,532

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計その他有

価証券評
価差額金

繰延ヘッ
ジ 損 益

評価・換
算差額等
合 計

2 0 1 9 年 １ 月 １ 日 残 高 561 － 561 37,205
事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 －
剰 余 金 の 配 当 △1,555
当 期 純 利 益 4,443
自 己 株 式 の 取 得 △0
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

359 △1 357 357

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 359 △1 357 3,245

2019年12月31日残高 920 △1 919 40,451

－ 29 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月21日
株式会社 タ ム ロ ン
取 締 役 会　御中

監査法人和宏事務所
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 　大　嶋　　　豊 ㊞
業務執行社員 公認会計士 　小　澤　公　一 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社タムロン
の2019年１月１日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 30 －

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タムロン及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　　上

－ 31 －

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月21日
株式会社 タ ム ロ ン
取 締 役 会　御中

監査法人和宏事務所
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 　大　嶋　　　豊 ㊞
業務執行社員 公認会計士 　小　澤　公　一 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タ
ムロンの2019年１月１日から2019年12月31日までの第73期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 32 －

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　　上

－ 33 －

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は2019年1月1日から2019年12月31日までの第73期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の
方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、子会社に対し事業の報告を求め、必要に応じて子会社に赴き、
業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会
社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 34 －

監査役会の監査報告



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

２.　監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

2020年２月25日
株 式 会 社 タ ム ロ ン 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 手 塚 　 努 ㊞
常 勤 監 査 役 平 山 隆 志 ㊞
監 査 役 利 根 忠 博 ㊞
監 査 役 奈 良 正 哉 ㊞

（注）監査役の平山隆志、利根忠博及び奈良正哉は、会社法第２条第16号及び第335条
第３項に定める社外監査役であります。

以　上

－ 35 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　　剰余金の処分の件

当社は、長期的視野での経営体質強化及び新事業展開等を図るための研究開
発や設備投資等を勘案するとともに、業績に応じた利益配分に努め、配当性向
35％程度の継続的な配当を重視し、株主の皆様に安定した利益配分を継続して
いくことを基本方針としております。

このような方針に基づき、当期業績が業績予想を上回ったこと等を勘案し、
当期の期末配当を43円といたしたいと存じます。

なお、2019年９月に１株につき25円の中間配当金をお支払いいたしました
ので、年間配当金は１株につき68円となり、過去最高の年間配当額となりま
す。なお、配当性向（連結）は32.8％となります。

１．　配当財産の種類
　　金銭といたします。

２．　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金43円　総額は1,114,579,178円

３．　剰余金の配当が効力を生じる日
　　2020年３月27日

－ 36 －

１号議案　剰余金処分議案
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第２号議案　株式会社ニューウェルの株式の取得（特定の株主からの自己株式取
得に準ずる手続による取得）の件

当社は、2020年２月18日開催の取締役会において、本総会において株主の皆
様のご承認をいただくことを条件として、株式会社ニューウェル（以下、「ニュ
ーウェル」といいます。）の株式を取得し、同社を完全子会社化すること（以下、
「本件取引」といいます。）を決議いたしました。

本件取引により当社が株式を取得するニューウェルは、当社創業家の資産管理
会社であり、その資産の多くの部分が当社株式であることや、当社が将来的にニ
ューウェルの保有する当社株式を自己株式として取得することを検討しているこ
と等の理由により、株主の皆様への公平性及び取引の透明性の確保等の観点から、
会社法第156条第１項、第160条第１項及び第161条の規定の趣旨を踏まえて、特
定の株主からの自己株式取得に準じた手続を行うことが適切と考えております。

つきましては、株主の皆様に本件取引についてのご承認をお願いするものであります。

１．株式の取得の理由
当社は、長期的視野での経営体質強化及び新事業展開等を図るための研究

開発や設備投資等を勘案するとともに、業績に応じた利益配分に努め、配当
性向35％程度の継続的な配当を重視し、株主の皆様に安定した利益配分を継
続していくことを基本方針としております。

また、株主還元を強化するとともに、資本効率の向上、経営環境に対応し
た機動的な資本政策の遂行を重要課題の一つと考えております。

そのような折、当社創業家が当社の経営に現状携わっていないこと等を踏
まえ、2019年11月頃、当社と当社創業家との間で、その資産管理会社であ
るニューウェル（2020年２月18日現在の当社株式の保有株式数は4,898,000
株であり、当社発行済株式総数25,950,000株に対する割合は18.87％となり
ます。）の株式を当社が譲り受けることについて協議を開始する旨の合意を
いたしました。その後の協議の中で、当社創業家から、当社に対し、ニュー
ウェルの保有する当社株式の評価については、市場価格に一定のディスカウ
ント率を乗じるとする旨の申出もありました。

このような状況を踏まえ、当社といたしましては、当社がニューウェルの
株式を取得しない場合において、ニューウェルの保有する当社株式が短期間
に大量に市場売却されたときは、当社株価が下落し、既存の株主様に不測の
不利益が生じるおそれもあることから、当社の財務状況も考え合わせた上で、
具体的な検討を進め、当社創業家との協議を進めてまいりました。

－ 37 －
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このような協議の結果、当社といたしましては、当社がニューウェルの株
式を取得することにより、①当社の一株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の増加
を通じた株主価値の向上に資するとともに、株主資本利益率（ＲＯＥ）等の
資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元につながるこ
と、②実質的に市場価格からディスカウントした価格で自己株式を取得する
ことができ、市場取引による場合よりも低い価格による自己株式の取得が可
能となること、③ニューウェルの保有する当社株式が大量に市場売却される
ことにより既存の株主様に不測の不利益が生じるおそれを回避できること等
から、本件取引は、当社及び当社株主全体の利益に資するものと判断いたし
ました。

また、ニューウェルの株式取得に要する資金については、その全額を自己
資金により充当する予定でありますが、2019年12月末における当社連結ベ
ースの現金及び預金は28,384百万円であり、当該株式取得に要する資金は現
状の現預金水準で十分にまかなえる範囲であることに加え、今後も営業活動
から生み出されるキャッシュ・フローが一定程度蓄積されるものと見込まれ
ることから、財務の健全性及び安定性を維持できるものと考えております。

なお、ニューウェルは資産管理会社であり、当社株式の保有を主たる事業
としています。そのため、現時点での決定事項ではありませんが、当社がニ
ューウェルの株式を取得した後には当社を存続会社としてニューウェルを吸
収合併し、それに伴って、当社がニューウェルの保有する当社株式を自己株
式として保有すること等を検討しております。

さらに、当社による取得後の自己株式の処分につきましては、将来的なＭ
＆Ａ等への有効活用等の可能性も踏まえて一部は自己株式として保有し、一
部は消却によって株主価値の向上並びに資本効率の向上を図っていく方針で
す。

２．本件取引の内容
（１）取得する株式の種類
　　　ニューウェル普通株式
（２）取得する株式の数
　　　7,140株
（３）取得と引換えに交付する金銭等の内容
　　　金銭

－ 38 －
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（４）取得と引換えに交付する金銭等の総額
ニューウェルの保有する当社株式の評価につきましては、基準の明確性

及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価
格を重視すべきであると考えました。その上で、株主の皆様の利益を尊重
する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格を上回
らない価格で当社株式を評価することとしております。

具体的には、2019年11月18日から2020年２月17日の３ヶ月間の東京証
券取引所市場における当社株式の終値の平均価格に0.94を乗じた額であ
る2,385円と、本総会の開催日前日である2020年３月25日の東京証券取引
所市場における当社株式の最終価格（但し、同日に取引がない場合は、そ
の後最初になされた売買取引の成立価格）を比較し、低い方の金額といた
します。

ニューウェルの株式の取得価額につきましては、ニューウェルの保有す
る当社株式以外の資産については第三者機関（はやぶさ監査法人）の算定
した評価額を基にし、当社株式については上記のとおり評価して算定する
こととしております。

なお、2019年11月18日から2020年２月17日の３ヶ月間の東京証券取引
所市場における当社株式の終値の平均価格に0.94を乗じた額をもってニ
ューウェルの保有する当社株式を評価した場合の、ニューウェルの株式の
取得価額の概算額は14,477百万円となります。

（５）取得する相手方
　　　ニューウェル代表取締役新井宏明氏及びその親族６名
（６）取得することができる期間
　　　本総会終結の日から2020年３月31日
（７）その他

本件取引の実施に当たっては、特定の株主からの自己株式取得に準じた
手続きを行う予定ですが（当該手続においては、ニューウェル及びその株
主は、その有する当社株式に係る議決権を行使することができないものと
いたします。）、ニューウェルの保有資産のうち、当社株式の評価につき
ましては、（４）に記載しましたとおり、会社法第161条及び会社法施行
規則第30条第１号により算定されるものを超えないため、取得の相手方以
外の当社の株主様には、会社法第160条第２項及び第３項に準じた売主追
加請求権は生じません。

－ 39 －
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第３号議案　取締役11名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、１名減員し、社外取締役２名を含む取締役11名の選任をお願いするもの
であります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号 氏名 候補者属性 現在の当社における地位・担当

取締役会
出席状況

（2019年度）

1 あじ
鯵

さか
坂

し
司

ろう
郎 再 任 代表取締役社長 18/18回

100%

2 さくら
桜

ば
庭

しょう
省

ご
吾 再 任

取締役副社長
光学開発本部、基礎開発本部及
び研究開発センター担当

18/18回
100%

3 あ
阿

ぼ
保

まさ
正

ゆき
行 再 任

取締役副社長
生産本部及び技術開発本部担
当

18/18回
100%

4 ます
増

なり
成

こう
弘

じ
治 再 任

常務取締役
特機事業本部及びコンプライ
アンス担当

17/18回
94.4%

5 きた
北

づめ
爪

やす
泰

き
樹 再 任

常務取締役
経理本部、品質管理本部及び内
部統制担当

18/18回
100%

6 おお
大

つか
塚

ひろ
博

し
司 再 任

取締役
経営企画室、法務・知的財産
室、CSR推進及びIR担当

18/18回
100%

7 ちょう
張

 
　

しょう
勝

かい
海 再 任

取締役
モールドテクノセンター及び
海外生産子会社担当

18/18回
100%

8 おお
大

たに
谷

まこ
真

と
人 再 任

取締役
コンポーネント機器事業本部
及び新事業推進室担当

18/18回
100%

9 おか
岡

やす
安

とも
朋

ひで
英 再 任

取締役
映像事業本部及び開発管理本
部担当

17/18回
94.4%

10 さ
佐

とう
藤

ゆう
勇

いち
一 再 任 社 外 独 立 社外取締役 18/18回

100%

11 かた
片

ぎり
桐

はる
春

み
美 再 任 社 外 独 立 社外取締役 18/18回

100%

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員

－ 40 －

３号議案　取締役選任議案



2020/02/26 15:23:48 / 19591075_株式会社タムロン_招集通知（Ｃ）

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
再 任

あじ
鯵

さか
坂

し
司

ろう
郎

(1954年７月17日)

1978年４月　当社入社
1990年４月　TAMRON Europe 

GmbH.社長
2005年１月　当社執行役員海外写真事業

本部長
2008年１月　当社上席執行役員海外映像

営業本部長
2010年３月　当社取締役
2013年３月　当社常務取締役
2014年３月　当社専務取締役
2015年３月　当社取締役副社長
2016年３月　当社代表取締役社長(現任)

13,700株

【取締役候補者とした理由】
　鯵坂司郎氏は、2016年に当社代表取締役社長に就任して以来、それま
での経験と知見を活かし、経営の中枢においてリーダーシップを発揮し
つつ、取締役会議長として重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執
行の監督を的確に行っております。
　今後も当社グループの持続的な企業価値向上実現のために適任と判断
し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 41 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
再 任

さくら
桜

ば
庭

しょう
省

ご
吾

(1958年４月１日)

1981年４月　当社入社
2005年１月　当社執行役員光学開発本部長
2008年１月　当社上席執行役員光学開発本部長
2014年３月　当社取締役
2016年３月　当社取締役副社長(現任)

6,300株

【取締役候補者とした理由】
　桜庭省吾氏は、2014年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ当社の経営を担うと共に光学開発本部、基礎開発本部及び
研究開発センターを担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

３
再 任

あ
阿

ぼ
保

まさ
正

ゆき
行

(1954年９月11日)

1971年３月　当社入社
1999年８月　タムロン光学仏山有限公司

董事総経理
2005年１月　当社執行役員生産本部副本部長
2007年１月　当社執行役員特機事業本部長
2008年１月　当社上席執行役員特機事業本部長
2011年１月　当社上席執行役員生産技術本部長
2014年３月　当社取締役
2016年３月　当社専務取締役
2018年３月　当社取締役副社長(現任)

9,500株

【取締役候補者とした理由】
　阿保正行氏は、2014年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共に生産本部及び技術開発本部を担
当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 42 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４
再 任

ます
増

なり
成

こう
弘

じ
治

(1955年11月26日)

1978年４月　当社入社
2012年４月　当社執行役員特機事業本部長
2014年４月　当社上席執行役員特機事業

本部長
2015年３月　当社取締役
2016年３月　当社常務取締役(現任)

3,200株

【取締役候補者とした理由】
　増成弘治氏は、2015年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共に特機事業本部及びコンプライア
ンスを担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

５
再 任

きた
北

づめ
爪

やす
泰

き
樹

(1957年６月25日)

2003年11月　当社入社
2007年１月　当社執行役員経理本部長
2010年４月　当社上席執行役員経理本部長
2016年３月　当社取締役
2018年３月　当社常務取締役(現任)

3,600株

【取締役候補者とした理由】
　北爪泰樹氏は、2016年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共に経理本部、品質管理本部及び内
部統制を担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 43 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

６
再 任

おお
大

つか
塚

ひろ
博

し
司

(1959年11月11日)

2006年６月　当社入社
2010年４月　当社執行役員技術企画室長

兼法務・知的財産室長
2015年１月　当社執行役員経営企画室長
2015年４月　当社上席執行役員経営企画

室長
2016年３月　当社取締役(現任)

6,800株

【取締役候補者とした理由】
　大塚博司氏は、2016年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共に経営企画室、法務・知的財産室、
CSR推進及びIRを担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

７
再 任

ちょう
張

 
　

しょう
勝

かい
海

(1960年１月７日)

1997年１月　当社入社
2006年１月　タムロン光学仏山有限公司

董事総経理
2010年４月　当社執行役員タムロン光学

仏山有限公司董事総経理
2014年４月　当社上席執行役員タムロン光

学仏山有限公司董事総経理
2016年３月　当社取締役(現任)

4,900株

【取締役候補者とした理由】
　張勝海氏は、2016年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見を
活かしつつ、当社の経営を担うと共にモールドテクノセンター及び海外
生産子会社を担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 44 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

８
再 任

おお
大

たに
谷

まこ
真

と
人

(1962年１月17日)

1984年４月　当社入社
2012年４月　当社執行役員コンポーネン

ト機器事業本部長
2015年３月　当社執行役員特機事業本部長
2016年４月　当社上席執行役員特機事業

本部長
2018年３月　当社取締役(現任)

1,300株

【取締役候補者とした理由】
　大谷真人氏は、2018年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共にコンポーネント機器事業本部及
び新事業推進室を担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

９
再 任

おか
岡

やす
安

とも
朋

ひで
英

（1975年１月30日）

2000年12月　当社入社
2012年４月　当社執行役員開発管理本部長
2014年１月　当社執行役員映像事業本部長
2016年４月　当社上席執行役員
2017年４月　当社上席執行役員　

TAMRON USA, INC. 副
会長

2018年３月　当社取締役(現任)

1,100株

【取締役候補者とした理由】
　岡安朋英氏は、2018年に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見
を活かしつつ、当社の経営を担うと共に映像事業本部及び開発管理本部
を担当しております。
　また、取締役会の構成員として重要な業務執行の決定及び取締役の職
務の執行の監督を的確に行っており、今後も当社グループの持続的な企
業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 45 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

10
再 任

社 外

独 立

さ
佐

とう
藤

ゆう
勇

いち
一

（1950年1月２日）

1978年４月　東京芝浦電気株式会社（現 
株式会社東芝）入社

1980年１月　東京工業大学工学部助手
1983年４月　埼玉大学工学部助教授
1994年４月　埼玉大学工学部教授
2010年４月　埼玉大学工学部長
2013年４月　埼玉大学大学院理工学研究科長
2014年４月　国立大学法人埼玉大学理

事・副学長
2018年３月　当社社外取締役(現任)

100株

【社外取締役候補者とした理由】
　佐藤勇一氏は、過去に大学理事・副学長を務める等、専門的な知見を
有しております。それらを当社グループの持続的な企業価値向上の実現
のために活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役候補者とい
たしました。
　なお、同氏は、過去に国立大学法人の経営に携わること以外の方法で
経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役
としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

－ 46 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

11
再 任

社 外

独 立

かた
片

ぎり
桐

はる
春

み
美

(1968年12月29日)

1993年11月　朝日監査法人（現 有限責任
あずさ監査法人）入所

1998年４月　日本公認会計士登録
2000年３月　センチュリー監査法人（現 

EY新日本有限責任監査法
人）入所

2009年７月　新日本有限責任監査法人（現 
EY新日本有限責任監査法
人）社員

2017年７月　片桐春美公認会計士事務所
開設(現任)

2018年３月　当社社外取締役(現任)
2019年６月　森トラスト総合リート投資

法人監督役員(現任)
2019年６月　日本アジア投資株式会社社

外取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
公認会計士（片桐春美公認会計士事務所）
森トラスト総合リート投資法人監督役員
日本アジア投資株式会社社外取締役

-株

【社外取締役候補者とした理由】
　片桐春美氏は、公認会計士としての専門的な知見を有しております。
それらを当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために活かして
いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
　また、同氏は女性取締役候補者であります。
　なお、同氏は、過去に公認会計士事務所の経営や社外役員となること
以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ております。

－ 47 －
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．佐藤勇一氏及び片桐春美氏は、社外取締役候補者であります。
　　　３．佐藤勇一氏及び片桐春美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取

締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
　　　４．当社は佐藤勇一氏及び片桐春美氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額として
おり、佐藤勇一氏及び片桐春美氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継
続する予定であります。

　　　５．佐藤勇一氏及び片桐春美氏は、当社が定める独立性判断基準及び東京証券取引所の定
めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引
き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以　上

－ 48 －
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株主総会会場ご案内図
 

【会 　
 

場】 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
株式会社タムロン本社　新館５階
電話　048（684）9111（代表）

 

【交 　
 

通】 東武アーバンパークライン「七里駅」下車　徒歩約12分

七里駅

デイリーヤマザキ

ローソン

フード
ガーデン

コモディ
イイダ

西松屋

ヤクルトDCM
ホーマック

ジョリー
パスタ

県道２号線

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

至
大
宮

至
大
宮

至
岩
槻

至
岩
槻

当社

埼玉りそな
銀行

ダイアパレス
七里駅前

東門前

東武アーバンパークライン（東武野田線）

タムロン
キッズ

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




